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当サービスの利用は、原則として当事業の支給を受けた方が、対象となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人Ｐ．Ｐ．Ｐ．  

Ｐ．Ｐ．Ｐ．ヒマワリ！児島  

 

 この重要事項説明書は、当施設とサービス利用契約の締結を希望される方に

対し、社会福祉法第７６条及び第７７条に基づき、当施設の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。  
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倉敷市・日中一時支援事業（日中型） 重要事項説明書  

 

１． 経営法人の概要  

法人の名称  社会福祉法人 Ｐ．Ｐ．Ｐ．  

所在地  〒７１２－８０４１ 倉敷市福田町福田２１２２－１  

設立年月日  昭和５５年１１月１１日  

代表者氏名  理事長 西江 嘉彰  

電話番号／ＦＡＸ  ℡：０８６－４５５－８５８５ ＦＡＸ：０８６－４５５－４１１３  

ｅ－ｍａｉｌ  hmwr@po.harenet.ne.jp 

URL http://www.3flower.jp/ 

 

２． 事業の目的・運営方針  

事業所の種類  平成２５年６月１日指定 登録番号 ３３６０２０２２５７  

事業の目的  
障害児等の日中における活動の場を確保し、障害児等の家族の就労等

の支援および障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を

事業の目的とする。  

事業所の名称  福祉型児童発達支援センター Ｐ．Ｐ．Ｐ．ヒマワリ！児島    

所在地  〒７１１－０９１３ 倉敷市児島味野１－１５－１  

電話番号／ＦＡＸ  ℡：０８６－４４１－５５１５ ＦＡＸ：０８６－４４１－５５１６  

管 理 者   中村 葉子  

4 事業の方針  
障害児等に活動の場を提供し、見守り・社会に適応するための日常訓

練等を行う。  

利用定員  １５名  

営業日  月～日。ただし、年間予定表による（別紙）  

開設時間  
９：００～１５：００  
※時間延長はご相談ください。  

事業の実施地域  倉敷市を中心にそれ以外の市町村の利用者も受け入れる。  

 

３． ご利用施設のその他のサービス  

施設指定番号  （平成２５年６月１日指定）  

サービスの事業内容  指定児童発達支援（福祉型児童発達支援センター）  

施設の名称  Ｐ．Ｐ．Ｐ．ヒマワリ！児島  

管理者  中村 葉子  

児 童 発 達 支 援 管 理 責

人者  
上仲 雅子  

開所年月日  平成２５年６月１日  
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① 施設概要  

建

物  

構造  
鉄骨造  
    ２階建１棟  

延べ床面積  ２０５．５㎡  

敷地面積  １４３６．５０㎡ （自己所有地）  

② 設備概要  

設備の種類  室 数  備   考  

支援室  １室   

相談室  １室   

洗面所  1 ヶ所   

便所  ２ヶ所   

①  職員配置  

職  種  
配置  
定数  

配置職員  常勤換

算後の

職 員  
保有資格  常 勤  非常勤  

専任  兼任  専任  兼任  

管理者  １   １    １   

医師（嘱託）  （１）   （１）    

保 育 士 ・ 児 童 指 導

員・指導員・看護師  
２  １  ３  １   

２で除

した数  
児童指導員・保育士  

児童発達支援管理

責任者  
１  １     １  保育士・介護福祉士  

栄養士  １   １     １   

調理員  ２     １  １    

 

    

４．提供するサービスの概要  

 （１）支援費支給サービス  

種 類  内    容  

日 常 生 活

支援  
排泄、食事介助等日常生活に必要な支援および介助をします。  

健康管理  
・ 緊急時を含め、医療が必要となる場合は、指定医療機関もしくは救急医

療機関に通院支援します。  
・ 服薬の管理および介助をします。  

日 中 活 動

支援  
簡易的な指導やレクリエーション・運動など、利用者の状態に応じた活動を

提供します。  

相談・助言  各種制度、生活、介護、療育に関する相談を行います。  

送 迎  
ご希望により送迎をします。  
※ 送迎職員や送迎車両の確保が困難な場合はお断りすることがあります。  
※ 有償運送をご利用の場合…100 円／㎞及び待ち時間料となります。  

 

 

 



 - 3 - 

（２）支援費サービス利用料金（利用者負担額）  

  市からの委託料の１割をご負担いただきます。ただし、市民税非課税の所帯又は非課税の

所帯に属する場合、若しくは中国残留邦人等支給金時給者である場合は無料です。  

    

区分  
４時間半未満  ４時間半以上  

区分 A ３４０円  ５００円  

区分 B ３００円  ４５０円  

区分 C ２６０円  ４００円  

 

 

（３）支援費支給外サービス  

種 類  内   容  金 額  

昼食  ご希望により弁当を購入し、提供します。  実費  

おやつ  ご希望によりおやつ（お菓子・飲み物）を提供します。 １回５０円  

複写物の交付  コピーをします。  １枚１０円  

証明書の発行  各種の証明書を発行します。  １枚１００円  

個人的な経費  買い物、日用品等個別にかかった経費  実 費  

時間外利用料  
（１８時以降）３０分未満  無 料  

３０分以上  
ご相談くださ

い  

光熱水費  活動に必要な光熱水費用 １日１５０円  

 

      [サービス利用の取り消し（キャンセル） ] 

   ご契約者がサービス利用の取り消し（キャンセル）または変更をする場合は、利用予定日

の２日前までに当施設にお申し出ください。ただし、土・日曜日や祝祭日がある場合はそ

の日数を２日に加えた日数以前にお申し出ください。  

   なお、２日前以降のお申し出の場合、下記の実費をお支払いいただきます。  

 

種 類  金  額  附  記  
食 費  （昼食）実費   

支援費対象外サービス  利用するサービスにより必要な額  
予約が必要なサービス等

の場合  
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５．利用料金の支払方法  

   利用料金は、利用者負担金とその他のサービス料金の合計金額をお支払いただきます。  

    上記利用料金は一日ごとに計算し、１ヶ月の合計額を月ごとに請求しますので指定され  

た日までに、下記のいずれかの方法によりお支払ください。  

    ＜支払方法＞ ①直接施設の窓口でお支払いただく方法  

           ②施設指定の金融機関の口座に振込んでいただく方法  

           【指定金融機関】  

             振  込  先：香川銀行倉敷支店  

             口座名義：社会福祉法人Ｐ．Ｐ．Ｐ．  

                  Ｐ．Ｐ．Ｐ．ひまわり！児島  

                   管理者 中村 葉子  

             口座番号：普通預金 ３５４００１７  

       ※振り込み手数料は、請求額に含めて振込んでください｡ 

 

 

 

６．なんでも相談の受付について（苦情申立先）  

当 施 設 の な ん で も 相 談

窓口  

なんでも相談受付担当者： 保 育 士 谷本 憲子  
なんでも相談解決責任者： 管 理 者 中村 葉子  

・なんでも相談受付電話  
  受付時間：０９：００～１７：００  
             （日曜日・祝日、年末年始を除く） 
  電話番号：０８６－４４１－５５１５  
 
・なんでも相談受付ボックス  
  管理棟玄関に設置しておりますので、ご利用ください。無

記名でも結構です。  
・担当者が不在の場合は、他の職員までお申し出下さい。  
・なんでも相談については、後日受付担当者がその内容をお聞

きし、ご希望の解決方法により、誠意を持って解決を図りま

す。  
・なんでも相談の公開  
 期間を定めて機関紙、掲示等により、件数や内容の概略を公

開します。  

市 役 所 福 祉 課           
・所  在  地：倉敷市西中新田６４０  
・電話番号：０８６－４２６－３３０５  

第 三 者 委 員 会           
 元ノートルダム清心女子大学 教授   平 松 正 臣  
 前倉敷市社会福祉協議会  顧問    松 尾 忠 昭  
 倉敷市社会福祉協議会   第３者委員  石 原 昌 子  

岡 山 県 運 営 適 正 化 委 員

会  

・所  在  地：岡山市南方２丁目１３－１  
      岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館  
・電話番号：０８６－２２６－９４００（ＦＡＸ兼用）  
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７．嘱託医・協力医療機関  

  １）嘱託医  

 医療機関の名称   なんば小児科医院  

 医 院 長 氏 名         難波 弘志  

 所  在  地         倉敷市児島上の町２－２－１７  

 電 話 番 号         ０８６－４７３－６０１１  

 診  療  科   小児科・アレルギー科  

 診  察  日   月曜日～土曜日 (木曜･土曜日は午前のみ ) 

 

 

 

  ２）救急対応病院（一次救急）  

 医療機関の名称   倉敷市立市民病院  

 所  在  地         倉敷市児島駅前２丁目３９番地  

 電 話 番 号         ０８６－４７２－８１１１  

 入 院 設 備         あり  

   

８．非常時の対応  

事 故 発 生 時 の 対

応  

サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。また、サービスの提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。  

非 常 時 の 対 応         別途定める当施設消防計画により、対応いたします。  

平 常 時 の 訓 練         
別途定める当施設消防計画により、原則月１回避難･防災訓練を利用者の

方も参加して実施します｡ 

防 災 組 織         

・自動火災報知器  あり  ・誘導灯      あり  
・ガス漏れ報知器  あり  ・非常放送設備   なし  
・消火器      あり  
 ※カーテン、布団等は防炎性のあるものを使用しております。  

消 防 計 画         消防署への届出：平成３０年４月届出  防火管理者：中村 葉子  

 

 

９．個人情報保護について  

・事業者及びその職員は、利用児童に対するサービスの提供に当たり、知り得た利用  

児童及び利用者に関する各種情報を外部には洩らしません。  

・事業者は、その職員が退職後、在職中に知り得た利用児童及び利用者に関する情報  

を洩らすことのないよう、必要な措置を講じます。  
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１０．ご利用の際に留意していただく事項  

受給者証の確認  
・「住所」および「利用者負担額」「支給量」など受給者証の記載内容に変

更があった場合にはできるだけ速やかに当事業所にお知らせください。 

居室･設備・器具  
の利用  

・施設内の居室や設備、器具は本来の用途に従ってご利用ください。  
・用途や用法に反したご利用により破損、故障等が生じた場合、賠償して 

いただくことがあります。  

危 険 物 の 持 ち 込

み  

・日常生活に必要ない火気や油類、火薬や刃物等の危険物の持ち込みはご 

遠慮ください。  
・危険物の持込により事故が発生した場合は、当事者の自己責任として、 

その損害を賠償請求させていただきます。  

貴重品の管理  
・貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。  
・私物には必ず記名をお願いします。  

実習者・見学者・

ボランティア  

・施設は、福祉の実習生や見学者を受け入れておりますので実習生、ボラ

ンティアが支援に携わることがありますが、ご了解ください。  
・見学者の写真撮影については、人権侵害のないよう万全の配慮をします。 

危 険 な 行 為 の 防

止  

・落ち着いた生活を送っていただけるよう支援しますが、利用児童の状態

によって、他害や自傷、器物破損等が予測される場合は、刺激の少ない

環境 (個室等 )に移っていただく場合があります。  
・施設からの飛び出しや無届外出が予想される場合は、利用児童の安全確

保のため、事業所への出入口等を施錠することがあります。  

 

  

 附則  

  この説明書は平成２６年１２月１日から施行する  

  この説明書は平成２７年４月１日から改正施行する  

  この説明書は平成２８年４月１日から改正施行する  

  この説明書は平成２９年２月１日から改正施行する  

  この説明書は平成２９年４月１日から改正施行する  

  この説明書は平成２９年６月１８日から改正施行する  

  この説明書は平成２９年９月１日から改正施行する  

 この説明書は平成２９年１１月１日から改正施行する。  

  この説明書は平成３０年４月１日から改正施行する  

  この説明書は平成３０年１１月１日から改正施行する。  

  この説明書は２０１９年４月１日から改正施行する  

この説明書は２０２０年４月１日から改正施行する。  
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倉敷市 (日中型 )用  

 

 平成  年  月  日  

 

福祉型児童発達支援センターに関するサービス（日中一時支援事業・日中型）の提供及び

利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました｡ 

 

  事業所名 福祉型児童発達支援センター Ｐ．Ｐ．Ｐ．ヒマワリ！児島  

 

 

       説明者職名：           氏名              印  

 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け福祉型児童発達支援センターに

関するサービス（日中一時支援事業・日中型）の提供及び利用開始に同意いたしました。  

 

  

 

                 利 用 児 童  住所：〒  

 

                         氏名：           印  

 

                 利  用  者 住所：〒  

 

                         氏名：           印  

 

                         続柄：  

 

 

 


